
西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会専門部会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会規約（以下｢規約｣という。）

第１３条第３項の規定に基づき、西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会（以下｢協議

会｣という。）の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 専門部会は、幹事会の幹事長（以下「幹事長」という。）の指示を受け、協議会に提

案する事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、４市町の合併に必要な事項について、専門的に協議又は調

整を行うものとする。 

 

（組織） 

第３条 専門部会は、別表のとおりとし、西条市、東予市、丹原町及び小松町の職員をもっ

て充てる。 

２ 専門部会には、必要に応じて分科会を設置することができる。 

 

（役員） 

第４条 専門部会に次の役員を置く。 

 （１）部会長   １名 

 （２）副部会長  ３名 

２ 部会長及び副部会長は、各専門部会の構成員の協議により定めるものとする。 

 

（役員の職務） 

第５条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。 

２ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、あ

らかじめ部会長が指名した副部会長がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要に応じて招集するものと

する。 

２ 部会長は、会議の議長となる。 



３ 部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。 

４ 会議は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。 

 

（報告） 

第７条 部会長は、会議の協議経過及び結果について幹事長に報告するものとする。 

 

（庶務） 

第８条 専門部会の庶務は、部会長の属する市町の担当部門が行う。 

 

（費用弁償） 

第９条 第６条第３項の要請に応じ会議に出席した者に、費用弁償として３，５００円を支

給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び市町議会議員については、支給しな

い。 

 

（雑則） 

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

  附 則 

この規程は、平成１４年１０月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

専 門 部 会 

企 画 部 会 

財 務 部 会 

総 務 部 会 

住 民 部 会 

環 境 部 会 

福 祉 部 会 

産 業 経 済 部 会 

都 市 計 画 部 会 

建 設 部 会 

上 下 水 道 部 会 

教 育 部 会 

議 会 事 務 局 部 会 

 


